
資源③（カン・ビン・ ペットボトルなど） 

カン 

ビン 

ペットボトル 

紙製容器包装 

乾電池 

蛍光管 

アルミ缶 

スチール缶 

スプレー缶・ 
カセットボンベ 

無色透明のビン 

茶色のビン 

その他の色のビン 

・中身を出して、軽くすすいで出してください。 
※金属製のキャップ（ふた）や錆びたカン⇒「金物」 

・必ず使い切って出してください。 
・穴あけは不要です。 
・キャップやボタンを外して出してください。 
　（簡単に外せないものはそのまま出してください。） 

・ドリンク、酒類、調味料、化粧品などが入っていたガラスのビンが対
象です。 

・中身を出して、キャップや中栓を外し、軽くすすいで出してください。 
　（簡単に外せないものはそのまま出してください。） 
※ガラス製品（コップ、お皿、花瓶、哺乳瓶など）や汚れが落ちないビン

⇒「ガレキ」 
※キャップ（中栓）⇒材質によって「金物」または「プラスチック製容器

包装」 

・ドリンク、酒類、調味料などのペットボトルが対象です。 
・キャップ、ラベルを外し、軽くすすいで出してください。 

・商品を入れてあった紙箱、包んであった包装紙が対象です。 
・紙製の手提げ袋に入れるか、ひもで十文字にしばって出してください。 
※ラップやトイレットペーパーの芯⇒「家庭系燃えるごみ」 

・マンガン電池、アルカリ電池などの使いきりタイプが対象です。 
※ボタン型電池や充電式の電池は、販売店などの回収箱へお持ちく

ださい。 

・丸型、直管型、ボール型など、水銀が使われているものが対象です。 
※割れた蛍光管、白熱電球、LED照明⇒「ガレキ」 

スポーツ ＆  レクリエーション 

4月22日（日）　町民体育館　　参加チーム　6チーム 

優勝　長池チーム　準優勝　笠松小学校区チーム　３位　下羽栗バレーボールクラブチーム 

第50回町民バレーボール記念大会 

　リサイクルを推進するために、資源ごみを分別収集しています。下記の種類ごとに正しく分別し、

リサイクル率を向上させましょう。 

　各町内会で決められたごみ集積所へ、収集日の午前7時から8時の間に出しましょう。 

ごみを減らしましょう　～資源ごみの分別について～ 

　介護保険料は、介護保険事業費をもとに算定し、3年ごとに見直しを行っています。平成30年度から
平成32年度の介護保険料が決まりました。 

　今年度の介護保険料納入通知書は6月中旬に郵送します。保険料は、6月に決定する平成30年
度住民税の課税状況に応じて決定します。 

【納付方法】 
◎年金天引きによる納付（特別徴収） 
　6月に決定した保険料（年額）から、仮徴収額を差し引いた額が10月以降の年金から3回に分けて
天引きされます。（仮徴収額は、4月に送付した「介護保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書」
の額で、4月、6月、8月の年金から天引きされます。） 
◎納付書による納付（普通徴収） 
　納付書や口座振替で納めていただきます。保険料（年額）は6月から翌年の3月までの10期に分け
て納付します。各納期限までに納め忘れのないよう納付してください。 
【問 合 先】健康介護課 

65歳以上の皆さん（第1号被保険者）の 
平成30年度介護保険料のお知らせ 

所得段階 対象者（所得などの条件） 保険料（年額） 

第1段階 

第2段階 

第3段階 

第4段階 

第5段階 

第6段階 

第7段階 

第8段階 

第9段階 

第10段階 

生活保護を受給している人、または世帯全員が住民税非課税で老齢
福祉年金を受けている人 

世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計
が年間80万円以下の人 

世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計
が年間80万円超120万円以下の人 

世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計
が年間120万円超の人 

本人が住民税非課税で、世帯の中に住民税課税者がいる人で、課税年
金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下の人 

本人が住民税非課税で、世帯の中に住民税課税者がいる人 

本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人 

本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上200万円未満
の人 

本人が住民税課税で、合計所得金額が200万円以上300万円未満
の人 

本人が住民税課税で、合計所得金額が300万円以上400万円未満
の人 

本人が住民税課税で、合計所得金額が400万円以上の人 

31,600円 

45,700円 

52,700円 

63,200円 

70,200円 

84,300円 

91,300円 

105,300円 

119,400円 

133,400円 

※第1段階対象者は、公費負担により保険料が軽減されています。 ※資源①（プラスチック製容器包装）、資源②（新聞紙、雑誌、ダンボールなど）の分別方法は、広報かさまつ5月号の17ページ
でご説明しています。 

介護保険料が変わります 
 

平成30年6月1日　第1093号 平成30年6月1日　第1093号 


